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平成１９年度第３回千葉市消防局救急業務検討委員会 

「事後検証に関する専門部会」 

 

議  事  録 

 

 

 

１ 日 時 平成２０年１月２３日（水） １９時００分～２１時００分 

 

２ 場 所 千葉市中央区長洲１丁目２番１号 

      千葉市消防局（セーフティーちば）７階 作戦室 

 

３ 出席者  

 

 （１）部会員（９名） 

    中村 弘部会長、中田 泰彦部会員、貞広 智仁医師（織田成人部会員代理）、

丹野 裕和部会員、相生 真吾部会員、高石 聡部会員、新田 正和部会員、

赤石 江太郎部会員、平澤 博之委員長 

 

 （２）事務局 

    消防局：松本救急救助課長、小圷救急救助課長補佐、古川救急係長、亀山主査 

行木司令補、新濱士長、吉田士長 

 

４ 議題 

 

  議題１：新事後検証対象症例を基準とした平成１９年度１２月分の運用結果につい

て（報告） 

  議題２：検証票の仕様について 

      （事後検証評価をするうえでの検証票に記載すべき必要項目の検討） 

 

５ その他 

 

 （１） 平成２０年度第１回千葉市消防局救急業務検討委員会「事後検証に関する専

門部会」開催日程について 
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６ 議事概要 

 

 （１） 平成１９年度第２回千葉市消防局救急業務検討委員会「事後検証に関する専

門部会」議事概要報告 

 

     平成１９年９月１１日に開催された、平成１９年度第２回千葉市消防局救急

業務検討委員会「事後検証に関する専門部会」の議事概要については、平成１

９年度第３回千葉市消防局救急業務検討委員会「事後検証に関する専門部会」

の会議資料として各部会員あてに事務局から事前配布されていたことから、議

事概要に関する疑義、意見の確認のみ行われた結果、疑義又は意見等なく了承

された。 

 

（２） 新事後検証対象症例を基準とした平成１９年１２月分の運用結果について 

    平成１９年度第１回千葉市消防局救急業務検討委員会において、新事後検証

対象症例の基準について承認された。 

このことから、平成１９年１２月の１か月間に実施した運用結果について事

務局から報告された。 

 

 

（３） 検証票の仕様について 

（事後検証評価をするうえでの検証票に記載すべき必要項目の検討） 

事後検証スケジュールに基づき事後検証評価をするうえでの検証票の仕様 

について事務局より現行の検証票をベースに項目及び改定案を個々に説明し、

検討がされた。 

 なお、検討された各項目について内容に補足し、次回本部会において事務局

としてのアイディアでレイアウトを作成し、提示することで了承された。 
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７ 審議概要 

古川係長 

 

 

 

 

 

松本課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古川係長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、平成１９年度第３回千葉市消防局救急業務検討委員

会「事後検証に関する専門部会」を開催いたします。 

なお、本日、千葉中央メディカルセンターの福田先生は欠席となっ

ております。また、千葉大学医学部附属病院の織田先生の代理として

同じく救急部の貞広先生が出席しております。よろしくお願いします。 

それでは、開会に先立ち松本課長よりご挨拶を申し上げます。 

本日は、お忙しい中、また、天候が悪い中、ご出席いただきまして

ありがとうございます。 

１月１２日土曜日、あいにくの天候でしたが、消防の１年の仕事始

めであります出初式も無事終了し、平成２０年の業務が始まったとこ

ろでありますが、事後検証に関する専門部会の皆様方には、今年も引

き続きましてよろしくお願い申し上げます。 

昨年、１９年中の救急出動件数は４６,６４９件と前年比でプラス６

２７件１．５％の増加で、搬送人員は４２,７２４人という結果であり

ます。 

一昨年の１８年は昭和６１年以来の出動件数の減少となりました

が、残念ながら１９年はまた増加する結果となっております。 

なお、種別、程度などの詳細につきましては、現在集計中であり、

正確な数値はでておりませんが、高齢者の救急搬送件数が増加傾向に

あること、医療機関への収容時間が若干ではありますが長くなってお

ります。 

部会員の所属していらっしゃる医療機関の皆様には、日頃から救急

搬送に多大なるご協力を賜っておりますこと、あらためまして御礼申

しあげます。 

本部会は、今年度最後となりますが、皆様方のご協力によりまして、

より良い事後検証体制に向け着実に進行しておりますので、来年度も

引き続きご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

本日の議題につきましても、よろしくお願いいたします。 

それでは、資料の確認をさせていただきます。 

資料の確認 

続きまして、次第２ 平成１９年度第２回千葉市消防局救急業務検

討委員会「事後検証に関する専門部会」の議事概要について報告させ

ていただきます。 

お手元の資料２ページ目をお開きください。 

平成１９年度第２回「事後検証に関する専門部会」は、平成１９年

９月１１日、部会員１０名の出席により消防局で開催し、２件の議題

について検討されました。 
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中村部会長 

 

 

亀山主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村部会長 

 

 

 

なお、議事概要の説明につきましては本部会の開催に先立ち、部会

員の皆様方に事前配布の上、ご確認をいただいておりますことから省

略させていただきます。 

以上で、平成１９年度第２回「事後検証に関する専門部会」の議事

概要について説明を終わります。 

ご指摘などありましたら、よろしくお願いいたします。 

それでは議事の進行に入りたいと思います。 

中村部会長、以後の進行をお願いいたします。 

それでは、議題１、新事後検証対象症例を基準とした平成１９年１

２月分の運用結果について報告です。それでは、事務局から説明をお

願いします。 

それでは、議題１につきましてご報告させていただきます。 

資料１をご覧下さい。 

新たに改定いたしました「事後検証対象基準」に基づく１２月分の

事後検証対象症例は全２５症例でありました。 

上段１面の表は全２５症例の概要であります。 

次に下段、向かって左側、１から検証９医療機関別検証件数、次に

各消防署別検証件数、次に事後検証対象基準別検証件数をそれぞれ表

示いたしました。全体の件数は、当初月別検証件数として予定してお

りました約２０症例前後となっております。また、事後検証対象症例

件数をみますと、除細動・気管挿管・薬剤投与施行症例が２５件中、

１１件と半数の検証件数を占めていることがわかります。なお、参考

ですが、平成１９年中に気管挿管を施行した件数は４１件、平成１６

年１０月からの運用開始からの累計施行件数は９３件、更に薬剤投与

処置に関しましては、昨年中は３５件、平成１８年４月からの運用開

始からの累計施行件数は４７件となっております。 

また、外傷症例のうち意識レベル JC S１００以上又はショックの症

例は、全９症例ありましたが、うち検証９医療機関以外に搬送された

件数が３症例、検証対象とされた症例が４症例となっております。な

お、残り２症例に関しましては、医師から検証の必要なしと判断され

た症例であると、救急隊から連絡を受けております。 

事務局から判断しますと、順調な出だしであると認識しております。

以上簡単ではありますが、議題１に関する報告を終了させていただき

ます。 

はい、ありがとうございます。 

事務局の説明内容ですと 1 2 月中に実施した事後検証症例として選

出された対象症例は件数的には良いという話でした。これから１月・

２月にどの様になるかということです。 
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平澤委員長 

 

亀山主査 

 

 

 

 

 

中村部会長 

 

 

亀山主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村部会長 

 

丹野部会員 

 

 

亀山主査 

中村部会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亀山主査 

救急隊員が要検証と判断した症例が１例も無かったということは少

し寂しいですね。 

実は１症例ありました。それは、医師及び救急隊員が互いに要検証

と判断した症例があり、その件数は医師側の要判定という形で計上さ

せていただきました。 

それから、補足としてこの１２月分の事後検証に関しましては、現

在、所属で検証を実施しており二次検証として先生方のお手元に届く

のが２月の上旬になりますことをご案内させていただきます。 

 検証数が非常に増えてきた施設、減っている施設と色々あると思い

ます。今まで C P A 対象症例全てを実施していたのですが、以前と比

べどれくらいの割合になっているのですか。 

はい。まず、昨年の C P A 症例で、うち検証実施９医療機関に収容 

した件数は４８８件ありました。そのうち、検証実施件数は２７３件

で、年間割合として５６％の実施でした。これは、当初の目標である、

C P A 症例の約半数の実施に到達していることが言えます。 

次に、新たな事後検証症例に基づく実施割合ですが、平成１９年 

１２月分の C P A 件数は７１件で、うち検証実施９医療機関に収容し

た件数は５６件、従前の検証対象症例である C P A 症例の検証実施件

数に置き換えますと、約半数ですから、２８症例の実施となりますが、

新たな検証対象基準による１２月分の検証実施件数は２４件でしたの

で、若干少なめではありますが、大体同様であると思われます。 

わかりました。 

経過をしばらく見ないと何ともいえないところがあります。 

全てのことで言えるのですが、その時点で検証は必要ないという担

当の医師が言えば外傷以外にも１・２番の項目は必要なくなると考え

てよろしいのですか。 

はい。１・２番の検証項目は必須検証の実施とご認識ください。 

よろしいでしょうか。C P A 対象症例に関してはかなり絞り込んでい

るので１・２番に関しては全症例チェックするというコンセンサスで

あるということを再確認していただきたいと思います。 

他にありますか。議題１に関しては皆さんよろしいでしょうか。 

異議なし 

それでは、次の議題２に進みたいと思います。 

議題２ 検証票の仕様について（事後検証をするうえでの検証票に

記載すべき必要項目の検討）ということで、いよいよ検証票を直接見

直すという段階に入ってきました。案として事務局から提示していた

だきましたので、説明をよろしくお願いします。 

はい、それでは、本議題につきまして事務局案を説明させていただ
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きます。 

ご説明をさせていただく前に、先生方の前にあるモニターをご覧く 

ださい。 

 お手元の資料と同じ内容をモニター表示いたしましたので、こちら 

に沿ってご説明させていただきます。 

本事後検証体制につきましては、ご承知のとおりメディカルコント

ロール体制の一環であり、包括的指示下における除細動を施行するう

えで必須要件とされたことを皮切りに、検証実施医療機関の拡充、更

には、現行の検証体制を維持しつつ本事後検証に関する専門部会を設

立し、より充実した事後検証体制のあり方について精査検討を重ね、

検証評価項目及び検証体制の改定を行なっているところであります。 

このことを踏まえ、本改定要件として、まず「検証評価項目５項目

に耐えうる内容が明確に記載できる項目があること。更には救急隊員

が１件の出動後、検証対象となった場合及び救急救命士が特定行為を

施行した場合に複数にわたる事務処理があり、これを効果的且つ円滑

に処理ができるものとすることであります。 

ここでまず別添の資料をご覧になってください。 

これは救急隊が帰署後に作成する書類をとりまとめました。 

まず、現状１ こちらが救急業務実施報告書です。実際の用紙は次

のインデックスより１から４と添付してありますので照らし合わせな

がらご覧になってください。そして検証であるという判定・判断がつ

きましたところで２である検証票を作成いたします。また３にありま

す救急救命処置録は、救急救命士が救急救命処置を施行した場合に作

成するものであり、いずれも５年保存でございます。更にウツタイン

様式を専用ソフトで入力するとこの様な処理が必要となってくるわけ

でございます。このことから、このデータで重複するデータがござい

ます。これを一括して同時にプリントアウト出来る様なシステムを組

むことによって必要データがより濃く且つ救急隊も円滑に処理ができ

ると思います。 

そして、近い将来検証票中の各項目をデータ集積ができるシステム

化を図ること。 

これは、その結果を基に事後検証の最大の目的である。病院前救護

の質の向上及び必要に応じた、活動基準、各種プロトコール等、救急

活動の整備を進めるために必要なデータ集積、解析を実施することの

必要性を判断したことからです。 

以上が事後検証項目の改定要件であります。 

このことから、本議題であります検証に必要な項目の検討は、本事

後検証に関する専門部会での検討項目の中でのまさに「要」に突入し
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中村部会長 

 

亀山主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たと判断しております。 

それでは、必要項目についての事務局案をご説明させていただきま

す。 

資料２をご覧下さい。向かって左側が現行の検証票に用いられてい

ます検証項目及び細部事項であります。 

そして向かって右側黄色のカラー印刷してあるところが、今後の改

定案です。 

これは、追加・変更・削除内容であります。そして、その現行の検

証評価項目の追加・変更等を整理し最終改定案を資料２－２にご提示

させていただきました。 

この資料からご説明させていただくことが非常に解りづらいことを

懸念いたしまして、これより先生方の前にありますモニターの画面上

にて現行の検証票をベースに改定案をご説明させていただきます。 

部会長、最初から最後まで通して説明してよろしいでしょうか。 

途中で、もし解らないことがありましたら、その都度質問するとい

うことでよろしくお願いします。 

はい、分かりました。 

 それでは、検証必要項目について事務局案を、検証票上段から逐一 

ご説明させていただきます。モニターをご覧ください、ポインタの移 

動と併せご説明させていただきますが、一点ご注意してご覧いただき 

たいことがございますので、その点についてご説明いたします。この 

票にそれぞれ色分けいたしました項目がございます。これは、薄緑色 

が救急活動報告書との重複項目です。またオレンジ色の枠が救命処置 

録との重複項目で、赤色又は黄色の箇所は、削除又は訂正する必要性 

があると思われる項目として表示させていただきました。その他色塗 

りの無い項目は、今後も必要な項目であると判断させていただきまし 

た。なお、検証票のレイアウトについては、今後整理することを事前 

にご了承願います。ではまず、検証票上段からご覧ください。消防局 

全体の検証累計番号と署別番号があり、これは検証票を特定する場合 

等の必要性から必須項目となります。なお、今後は、統計処理との整 

合性を図る意味でも、暦年番号とすることとしました。 

次に、引継日時でありますが、現状は傷病者を収容医療機関に収容 

し医師に傷病者を引き継いだ時刻を記入することとしておりますが、

検証票として１症例ごとの発生年月日及び覚知時間を、記入する方が

望ましいとの検証医師からのご意見がございましたことから、事務局

で検討し今後は、覚知日時に訂正した項目としたいと思います。 

次に救急隊員氏名（資格区分）ですが、ここに気管挿管及び薬剤投

与資格認定の有無を追加することとしたいと思います。次に救急要請
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の概要と現場到着時の状況ですが、これは必須項目としてご判断して

いただけるかと思いますが、記入欄が狭く所属ごとに別紙を作成して

いることから、記入欄の拡張を図り必要項目としたいと思います。 

次の発生場所情報及び傷病者情報は、同じく必要項目として整理し

たいと思いますが、中でも主訴及びその下の救急隊現場到着時の所見

内容、更には初期心電図波形並びに心停止の推定原因の項目に関しま

しては、本票次ページ下段にあります観察・処置判断の経過に項目を

付加し、現状の単独項目欄は削除することとしたいと思います。次に

心停止の目撃情報及びバイスタンダーC P R の状況に関しましては、検

証を実施する中でも重要な情報であり、必要項目としたいと思います。

なお、追加項目として、現在本市が推奨しております「応急手当普及

協力事業所制度」にて、１月２０日現在５９事業所、更には公共施設

には約２８０施設に A E D が設置されていることから、P A D の施行経

過を記入する方向で検討していただきたいと思います。なお正確な除

細動の施行時間を記入するには、データカードの回収作業を要します。

しかしながら緊急性のある救急現場で、救急隊員がデータカードを回

収することは困難であること、更には、本市 P A D の施行件数として

平成１８年は 2 回、平成１９年は２回と計４回であることから、所管

課にて回収することを視野に入れて検討したいと思います。その他改

正項目といたしまして、資料２－２口頭指導経過・バイスタンダー処

置に関する情報をご覧ください。ここでバイスタンダーC P R の用語の

解釈について整理したいと思いますが、本来バイスタンダーC P R と

は、ウツタイン様式（これは推奨ガイドラインですが）では、心停止

を目撃した者、又は近くに居た者だけがバイスタンダーとなりうると

されておりまして、心停止を目撃していない症例では、誰かが C P R

を施行したとしても、バイスタンダーC P R に含まれないとされていま

す。しかしながら、消防庁救急救助課発のウツタイン様式オンライン

入力要領では、心停止傷病者に対する C P R の実施総数や除細動実施

症例の全てを検証する必要性から、既に心肺機能停止の場合もバイス

タンダーC P R として取り扱うこととしています。このことから、ウツ

タイン様式での解釈は理解できますが、検証を実施するうえで、果た

して目撃の有無に拘らず C P R を施行していたらバイスタンダーC P R

ありと整理するのか、又は本来のバイスタンダーC P R として、目撃し

た又は現場に居た者の処置としての施行の有無、処置内容経過を記入

するのか検討を要すると思われます。表面最後となりますが、次の転

送経過項目につきましては、事後検証を開始以来、記載した経過があ

りませんことから、記載項目からは削除すべきと判断いたしました。

以上、大変長くなりましたが、検証票の表面の必要項目につきまして、
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事務局案の説明を終了いたします。 

二次検証をする医師が見る用紙の内容を改定しようとしているの

か、それとも入力する現場の救急隊員が記入する用紙の項目を変えよ

うとしているのか。 

両方含まれると思うのですが、コンピューター処理していろいろな

情報を重複して入力しないで済ませようとする発想で行くとすると、

入力する用紙のフォーマットと我々二次検証をする医師が見るべき情

報のフォーマットは、別々に考えて行かなくてはいけません。 

ここで提示されているのは我々検証医師が二次検証をするために必

要であり見たい情報のフォーマットというような考え方で行かないと

いけません。ですからウツタイン等に関してはその情報が入っていな

ければ困るのです。ウツタインを消すのは良いのですが、そもそもこ

こに入っているのがおかしいのです。 

ウツタインの情報が我々検証医師の見る検証票に入るフォーマット

を考えて行かなくてはいけないのです。或いは検証票以外にウツタイ

ン用紙が来るとしたらそれでも良いと思います。要するに情報を流し

込むような発想で実施していると思うので、ウツタインの情報を別の

用紙というか入力形式で現場の救急隊員が入力するしかないわけで

す。それを見る我々の二次検証票には同じ情報がどういう形で表示さ

れるか、その表示様式のフォーマットはどうなのですか。今の説明で

すと消えてしまう感じがします。 

はい。当初ウツタイン様式の記入データと検証票の記載項目が重複

することから、ウツタインデータをそっくり検証票に取り入れたらど

うか検討いたしましたが、現在の国の動向が、コアデータの統一化を

図ること、更にはオンラインシステムの接続方法の変更を考えますと、

ウツタイン様式データは単独処理で行い、検証票に必要なウツタイン

データ項目は入力すると考えております。 

ウツタインの一番重大な心原性と非心原性の項目が無くなってしま

うのではないですか。 

心原性か非心原性かにつきましては、検証評価基準項目にもありま

す「病院前における病態に関する判断は、医療機関での診断と矛盾し

ていないか」にも反映されますことから、記入する項目を要すると判

断します。 

わかりました。 

バイスタンダーの問題は以前から問題になっていたので確認させて

いただきました。 

今回の必要項目の抽出で、現状の検証票のレイアウトは全く無いも 

のとご認識していただき、あくまで事後検証を実施する上での必要項
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目のみに注目していただければと思います。 

 なお、本説明要領につきましては、どのようにご説明したら解り易 

いものか思案し現状の検証票をモニターに反映させ、必要項目を整理 

することが妥当かと思い実施しましたことご了承願います。なお、項 

目のみの整理につきましては、資料２－２と照らし合わせご覧くださ 

いますようお願いいたします。 

わかりました。 

我々検証医師が二次検証をしている時に必要としている見たい項目 

をどうするかというのを今、検討している状況です。フォーマットは

考えていないということです。 

バイスタンダーのところですが、心停止の目撃状況で目撃の有無を

入れて、その隣のバイスタンダーC P R の状況欄は、現場に居た者の処

置を入れるということですよね。そうするとバイスタンダーがといい

ますか心停止を目撃した人がそのまま立ち去って、代わりの人が C P R

をした場合の区別としてこの二つを付けるのですか。 

はい。その点については、先程ご説明したとおりですが、本来のウ

ツタイン様式推奨ガイドラインによるバイスタンダーC P R の解釈と

国のオンラインシステムでの入力要領での解釈に相違が生じているこ

とから、現状は国の要領に従って記入している状況となっております

ので、検証を実施する上で、どちらの解釈で行うかを検討したいと思

います。よって、区別して記入する方法も必要性によりありきかも知

れません。 

そうすると、現場に居た人の心肺蘇生開始時刻等も書かれるという

ことですか。 

はい、そうです。 

その心肺蘇生開始時刻が記入されないと少し話がずれると思いまし

たので確認させていただきました。 

はい、今、貞広先生がおっしゃっていただいたとおり、心肺蘇生開

始時刻等 P A D を含めたバイスタンダー処置経過は、特に事後検証を

実施する上で、非常に大事であると判断しましたことから、あえて現

況をご説明させていただきました。 

バイスタンダーの話は混乱の基です。今話した説明もウツタインの

本来のものと少し外れた総務省消防庁の指示だと思います。その指示

でデータがみんな混乱してしまったのです。今、ウツタインを総務省

に入力しているのはきちんとしたデータだと思います。その表現方法

をもう一回練り直して、今おっしゃっていただいた項目を間違いない

ような形できちんと出してもう一度後で考えましょう。 

この問題はとても重要だと思います。よろしいでしょうか。 
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それでは、次に進みます。事務局よろしくお願いします。 

はい。それでは、次に検証票の裏面の項目に基づき、今後の検証必

要項目について、ご説明させていただきます。 

こちらは主に救急隊員が行った観察・処置経過であります。まず除

細動施行経過をご覧ください。現状は除細動を行った場合に限り、除

細動の施行概要を記入することとしていますが、傷病者に接触し、初

期心電図波形及び波形確認時刻の項目を追加すべきと判断します。ま

たこの記入経過を見ますと、あくまで G ２０００に沿った除細動施行

経過の記載要領であり、３回施行後に確認時刻となっていますことか

ら、今後は、初期心電図波形、その後の一連の除細動施行経過を記入

することと、施行者の氏名、更には施行者の資格、これは救命士以外

の救急隊員も施行可能であることからです。以上で除細動に関する必

要項目案についてご説明を終了いたします。 

ありがとうございます。除細動に関してはどうでしょうか。 

１・２・３回目・確認・４・５・６回目というのはガイドライン２

０００に沿っていることから変更するということです。 

 胸骨圧迫心マッサージを続けている場合もあるし、確認して除細動

に入る場合もあります。そうすると、1 回目の除細動は良いとしても

2 回目以降はどの様になるかわからないですね。 

 はい。その辺は施行した経過を時系列表示で記入することで良いと 

思います。 

 確認に関しては、結果は記入しないのですか。 

 資料２－２にも必要項目として記載しておりますが、結果記入は大

切ですので必要項目として記入することとすることで良いと思いま

す。 

 医者が施行する場合と違って救命士の施行の場合は、波形を見て更

に脈の確認をして更に波形を見て除細動になりますよね。 

 その辺の確認が必要ですが、その確認をしたのかしないのかは、こ

の検証票では読み取れません。 

 プロトコールをきちんと遵守しているかということを確認できるも

のでなくてはいけないのです。ですからガイドライン２０００の時は

良かったのですが、今回のガイドライン２００５はどうなのかと思っ

たのですが皆さんどうですか。 

 救命士のプロトコールはかなり厳しく書いてありますが、実際の

A C LS や IC LS で教えている方達から見てどうなのでしょうか。 

 心拍再開・パルスチェックなどは、ガイドライン２００５から必須

ではなくなっているのです。今は体動が出るまで胸骨圧迫心マッサー

ジを実施するとなっています。除細動の評価をガイドライン２０００



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貞広医師 

 

赤石部会員 

 

 

 

 

中村部会長 

 

 

 

 

赤石部会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村部会長 

 

で実施していた時は除細動を施行したら、すぐにモニターチェックと

パルスチェックを直後に実施していたのですが、今はそれを実施しま

せん。パルスチェックしないでとにかく 2 分間胸骨圧迫心マッサージ

をするとなっていますので、もし記入するとすれば除細動プラス C P R

の後にどうなったかと言う結果になります。そうすると除細動そのも

のが純粋な評価ではなくなってしまう気がするのです。もしパルスチ

ェックをし、結局次に除細動を施行するためには触知しなければいけ

ないので、もしそれを入れなくてはいけないのであればチェックボッ

クスは入れざるを得ないと思います。 

 ただ、評価が変わっているので何時何分にパルスチェックをしたか、

モニターチェックをしたかで多分時間のずれが出てくるはずです。 

 それは１回目の除細動の確認ということではなくて、むしろ２回目

の除細動を打つためのパルスチェックと言うことですか。 

 1 番最初は記入しなくてはいけないわけです。総頸動脈が触れず心

電図上は V F 若しくは pu lselessV T だから除細動に至るという 1 番

最初の確認でどうしても記入しないといけない情報なのです。それは

良いと思うのですが、連続して除細動をするところが多分問題になっ

てくると思いますのでその辺は少し工夫が必要な気がします。 

 救急隊員の実際に施行する方達が、間違えないように或いは後で確

認するためのチェックリストというものはかなり詳細であっても良い

はずです。今の確認事項は、我々検証医師が見る情報としてはそこま

で詳細に必要はないかもしれないですね。そこを何か工夫した項目を

考えれば良いのかと思います。 

 医療機関に到着する時点で、現場では除細動を施行する前に全部の

項目を満たしているのかが 1 点わかれば良いと思います。要するに検

証をする側としては、それを全部確認した上で 1 回目の除細動で効果

がなかった、なので２回目も施行したという情報が確認をした上でき

ちんと検証医師の方に伝われば良いと思うのです。だから必ずしも同

じデータを連動させるというのはないと思います。返って煩雑になる

だけだと思います。 

なるべく記入するデータを共有してデータ量を少なくしたいという

のは理解できるのですが、そのまま検証票に持ってくるとそぐわない

ような気がします。救命士がその場で施行したもの、そのまま生の状

態を検証票に持って行き評価していただいた方が良いのか或いはきち

んと施行したという一言で済ましても良いのかは、それこそ救急隊の

中で議論してからでも良いような気がします。 

 あと、現場でどの程度正確に出来るかということもあります。薬剤

投与の実習を見ていても実習を行う人は時間を確認し言葉で言います



 13 

 

 

 

 

 

 

赤石部会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

貞広医師 

 

 

 

 

 

 

赤石部会員 

 

 

 

 

貞広医師 

 

亀山主査 

 

 

 

が、記録は他の人が記入しないと記録になりません。ですから 1 回目・

2 回目の除細動を施行し確認と書いてありますが、これは後で実際消

防署に帰って逆算して実施しているわけです。 

ですから、その様な手間暇かけるなら 1 回目の時間を記入して後は

確認がしっかりされたかどうかのチェックがなされれば良いかと思い

ます。 

 時間を記入するのであれば、むしろ C P R を中断した時間が重要で

はないかと私は思います。 

 ガイドライン２００５でパルスチェックを除いた一番の目的は、胸

骨圧迫心マッサージが終わって除細動している間はどうしても胸骨圧

迫心マッサージが中断せざるを得ない時間があり次の除細動の効果が

無かったとしてもう１回心マッサージを再開するまでの中断時間を短

くする方がよいということになり有効であるというエビデンスが出た

のは結局、絶え間ない胸骨圧迫心マッサージだけとなっていますので、

その中断時間をなるべく短くするというのが今度の改正の目的なので

むしろ時間経過を記載するのであれば、胸骨圧迫心マッサージの中断

が例えば何秒以内であったとか、何秒以上であったというような簡単

なもので、概ね何秒以内であった或いは何分以上かかったというよう

なものがあった方がむしろ検証としては有効になるのではないかと思

います。 

 実際の救急現場において3 人で活動していて中断時間を計ることは 

少し難しいと思います。あの心電図モニターが圧縮心電図を記憶して 

おいて後から画面を見てずっと胸骨圧迫心マッサージが止まっている 

という後からデータで出せるのであれば記入することは可能だと思い 

ますが実際の活動で胸骨圧迫心マッサージが止まっている時間を秒単 

位で考えるのはあの活動の中で行わせるのは少し無理のような気がし 

ます。 

 私も計るのは無理だと思います。 

救急隊がもう一人いればタイムキーパーとして出来ると思うのです

が、時間は確かに反映しないといけないのは事実なので少し救急隊の

中でひと工夫していただいて、どういう形が経過の中で簡単な方法で

反映できるかということです。 

 それこそ、次のモニター購入の時にずっと蓄積されるようなモニタ

ーを考えるくらいということでどうでしょう。 

 胸骨圧迫心マの停止時刻を極力短時間にしなくてはならないこと

は、G ２００５のエビデンスから重々承知しております。このことか

ら、除細動の施行の他、当局の特定行為プロトコールでは、例えば器

具を用いた気道確保や薬剤投与の施行の場合でも、可能な限り胸骨圧
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迫心マを継続することとしていますが、このように特定行為全般を考

えると胸骨圧迫心マの停止時間を記録することは、困難かと思います。 

 モニターなどに、先ほど貞広先生がおっしゃったとおり、中断して

いる時間等は、これからの事後検証の肝になると思います。だから名

古屋の一件も大騒ぎになったのですが、結局 C P R をしないで医療機

関に搬送する時間が長くなってしまった場合、その間、特定行為や他

の処置をする時も胸骨圧迫心マッサージがなされていれば良いのです

が、胸骨圧迫心マッサージが中断していた時間が長くなってしまった

のではないかというのを拾ってあげ、それは無駄な行為だったのでは

ないか、或いは他の行為の方が良かったのではないかとフィードバッ

クするのが目的だと思います。 

 ここは大きな問題です。今までの検証を行っていて不思議に思って

いたのは、C P A に関していったいこの時間に胸骨圧迫心マッサージが

行われていたのだろうかという、常に感じながら検証票を見ていたと

思うのです。 

 C P R に関してもプロトコールがきちんと決まっています。 

 それを逸脱したかどうかというのを検証したいのですか。 

 はい。C P R についてもプロトコールはきちんと決まっています。な

おそのプロトコールに沿って、救急活動が展開されたか否かを検証す

ることは、大切かと思います。しかしプロトコールを逸脱したとして

も、それには理由があるはずですので、その理由を検証票に記載する

ことが更に大切かと思います。そして、その理由に妥当性があると思

われた場合に、M C にて審議し現状のプロトコールを改定するといっ

たことも視野に入れなければならないと思います。全てプロトコール

やマニュアル通りに活動が展開されるとは言い難い面もあると思いま

す。延いては、その場においてどう臨機に、軌道修正するか、判断す

るかが最も活動で大切かと思いますし、検証する側もその点を確認す

る必要があると思います。 

 救急隊活動の場合は、ほとんどがショックファーストではなくて、

C P R ファーストの状態です。ですからそれに沿ってきちんと C P R が

なされたかなされないかという意味です。その辺のチェックは何か出

来ないのかとはいつも思っていました。 

 確かにずっとモニタリングされてないと後でそれをチェックするこ

とは無理です。きちんと評価出来る項目をもう一回考えましょう。除

細動はかなり大きな問題です。 

この様な議論が出ただけでも良いかと思います。 

 もう一度除細動に関して何をチェックする必要があるのかをもう一

度考え直して項目を出していただくということで次に進みましょう。 
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 事務局、お願いします。 

 はい。次に気道確保処置についての必要項目について、ご説明させ 

ていただきます。 

 まず、現状のこの欄に記載されているとおり、救急隊及び救急救命 

士が施行できる気道確保器具の項目の記載は、必要であると思われま 

す。また気管挿管については、経口挿管に限定されていますことから、 

経鼻は削除すべきと判断します。更に気管挿管による気道確保処置に 

ついては、チューブサイズ、カフ容量、固定位置これは門歯位置に修 

正し、いずれも必要項目であると判断します。更に気管挿管による気 

道確保処置の施行場所の記載は肝要であり、更に換気方法もバッグバ 

ルブなのか人工呼吸器であったのかの記載、そして酸素流量及び回数 

について必要項目とすべきと思われます。また気管挿管の中止、抜去 

その理由についても記載する項目とすべきと思われます。現状の気道 

確保項目は維持すべきと思います。 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

気道確保について項目としてこれで良いでしょうか。  

 1 回目で成功したかどうかというのはわかるのですか。 

 はい。この項目内では、器具を用いた気道確保に関しましては中止・

抜去を含め、処置最終結果が記載されます。よって初回気道確保器具

の経過については、常駐医師との処置後の経過欄、または観察処置判

断の経過欄に記載しているのが現状です。 

 皆さん最初の頃、この検証票を見てとても不思議に思われたと思い

ます。要するに最初は用手であろうと、その後 LT を入れて最終的に

は気管挿管をしているような流れで、ここに何を書いてあるのかとみ

ると様々なのです。 

今書いてあるのが最終結果という説明でしたが、例えば、気管挿管

が最後に施行したのであれば気管挿管になっています。そうするとこ

の欄だけを見ていても何を施行したか良く解わかりません。ですから

最初の頃はこの様なことは必要があるのか思っていました。ただ今の

説明を聞いていると最終結果を記載するという約束事があるというこ

とです。それが何処にも書いていません。ですからもしこの項目で行

くのであれば最終気道確保手段などという形で解るような名前を考え

てください。 

 経過を知りたい側としては全部チェックしていただいた方が良いの

です。 

それから最終結果だけを記載するというのは、多分データ処理のや

り易さを考えていると思います。 

気管挿管を施行しようとしたが、施行出来なかったというのはあり
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ました。それは喉頭展開しても多分声門が見えなかったと思うのです。

それは結構大事な問題なのです。何で喉頭展開して見えなかったか、

病院の医師が施行したら簡単に出来た例がありました。救急現場では

施行出来なかった。きちんとした診察台の上などその辺の条件の差が

結構教育の方でも大きな問題になるのではないかと私は思っていま

す。 

ですからその様なものがチェックするかしないかというのは我々検

証医師にとっても現場の救命士にとっても非常に重要なポイントにな

るかも知れないので、何かそういう事が解ったら良いと思います。高

望みですかね。 

 最終結果の項目を上にチェックして、その下に施行概要経過を入力

するということでいかがでしょうか。 

 どの様な形でも良いのですが、要するに記入の解るような名前をは

っきり何処かに記載してあれば初めてこれを見た人も解るのです。で

すからその辺をはっきりさせてください。 

 わかりました。 

それから、ベンチレーターの１回換気量はガイドライン２００５で

は非常に少ない６～７ｍｌ／㎏となっているのですが、そういう設定

が成人の場合あるわけですから一律のものという形で現場の救命士へ

の指導はしていないのですか。 

 はい。G 2 0 0 5 に準拠し、過剰換気を回避した酸素容量を施行する

ことは、周知しております。 

 実はかなり大容量で実施している例がありました。ですからこの様

な事もこの欄にきちんと記載できたらと思います。成人なら 1 回換気

量４００ｍｌでも良いし、或いは 6～７ｍｌ／㎏でも良いと思います。 

 現在、いろいろな本に高濃度酸素・高流量など強調しています。そ

れと言うのは何で強調するのでしょうか。酸素が出て無い時があるか

らですか。 

 外傷の JP T E C なども１０リットル以上の高濃度と指示されていま

す。酸素が出てないという確認は非常にうるさく言われていますが、

そのせいなのですね。 

 JP T E C など試験のシナリオに「途中で酸素がなくなりました」と

いうシナリオにわざわざ設定するくらいです。 

 そうすると、ここに人工換気ではなくて補助換気も入れて置かなく

てはいけないことになります。 

 ですから換気の方法や換気状態などをひとまとめに出来るような形

で良いのではないですか。 

 確かに酸素の後に㍑／m ・何回というのは変です。 
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 換気回数を入れないといけません。 

 確かに少ない項目で済まそうと思うとこの様な形になってしまうの

ですね。 

 そうすると、この検証票は C P A 症例だけではなくて、他の対象症

例もこの用紙で行こうという前提で作成してあるのですね。 

 はい。現状の検証票は主に C P A 主体であると判断していただいて

良いかと思います。 

 そうすると１２月に実施した新しい事後検証対象症例は医師が要検

証と判定とした症例や外傷症例で意識レベルが JC S １００以上など

もこの検証票で行うのですか。O n e for A LL というのかなかなか

難しいような気がします。 

 平成１３年の総務省消防庁からの文章で各地域メディカル協議会に

おいて検証票を作成してくださいとありました。そもそも C P A 対象

症例だけの検証票なので外傷を実施しようとしても当然無理なことは

分かっていたので、去年から事後検証に関する専門部会での検討した

内容の流れとして差し当たって、この検証票で実施してみて、そして

必要なものを追加して行くという考え方だったと思います。 

 いかがでしょうか。 

 気道確保の項目欄の内容としては、先ほど説明した概要を追加する

という形でよろしいですか。 

 気道確保につきましては記入の基準を決めて下さい。施行したこと

を全部チェックするのか、最終結果なのか、それとも有効的なものな

のか、それを是非はっきりさせておいてください。 

 はい、わかりました。 

 それでは、次に静脈路確保についての必要項目についてご説明させ

ていただきます。ここにあります現状の項目でほぼよろしいかと思わ

れますが、一点だけ修正する部分がございます。静脈路確保の実施・

未実施・中止について、この項目を見ますと、更に状況で中止・未実

施とあることから、一つにまとめ理由を記載することでよいかと思い

ます。 

 漏れたから抜去というのは、中止に含まれるのですか。 

 はい。中止とご理解していただいて良いです。参考として、本市静

脈路確保プロトコール、更には薬剤プロトコールにおいての静脈路確

保に関しては、９０秒以内に二回までの施行としています。 

 はい、わかりました。 

 この静脈路確保に関しては、細かいことをいうと切りがありません。

駆血してみてだめだったのは実施なのか未実施なのか疑問が沢山あり

ます。あと少し刺してみたけど血管に刺さらなかったのはなど、その
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辺も先ほどと同じでチェックの基準が解らないのです。それをはっき

りさせてください。 

 この理由を書くように指導していただいた方が良いと思います。こ

の中止・未実施理由が良くわからないことが多いです。 

はい。現状は未実施理由に記載していますが、より解りやすく記載

するよう統一します。 

 薬剤投与の適応が決まるのと静脈路確保をトライしようとするのは

どちらを優先にしているのですか。 

はい。様々なケースがあると思いますが、１１９番通報内容から救

急活動が開始されるわけですが、特に薬剤投与適応対象者についての

判断、また可能性ありと判断した時点で薬剤投与を目的とした静脈路

確保を事前に決定する場合、又は現着後の情報収集、更には傷病者観

察結果から薬剤投与の施行と判断し静脈路確保を施行する場合があり

ます。なお単独で静脈路確保のみといった場合は、ほぼ現着後の状況

判断であると思われます。 

 しかし現在は、薬剤投与が出来ない救命士も静脈路確保をする場合

もあるわけです。だから千葉市では薬剤投与の適応が無い患者は静脈

路確保を試みないと決めたらいかかがですか。 

 事後検証を始めた頃に何で静脈路確保して病院に来るのか。早く医

療機関に収容して下さいと言っていました。やはり薬剤投与の前の段

階でしたことから救急現場で習熟しなければいけないということか

ら、あまり強くクレームを付けないようにしようと我々検証医師の中

で話したことはあるのです。 

もっと全体の意思を統一して薬剤投与が適応でないと判断した患者

に関しては静脈路確保を施行しない様なことを内規で決めれば検証す

る先生もそれを前提に実施してくれると思います。 

 逆にラインを取っていた症例と取らなかった症例で救命率が違うか

は直ぐにデータとして出ると思います。その辺を比較するとあまり変

わらないですよね。もしかすると救命率が下がっている可能性があり

ます。 

 現場で静脈路確保を慣れさせるために患者に施行するというのは少

し症例数が少なすぎます。 

 静脈路確保の練習としては、あまりにも件数が少ないと思いますの

で、もしもそれを実施するのであれば、それこそ病院の採血室に研修

に来て一日中採決用の静脈穿刺をしていれば多分あっという間にうま

くなります。本当に将来の薬剤投与のためにということであれば逆に

何か別の方法を考えて訓練を行わせた方が確実なのかなと思います。

やはり救命士のライン確保の技術に関しては少し厳しいものがあると
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思います。 

 現在は、患者が心肺停止でなくては静脈路確保をしてはいけないの

ですよね。静脈路確保するにはその様な状況では練習にはならないと

思います。 

 そもそもデータとして気管挿管や薬剤投与にしても救命士達が資格

を取った後で年間どの位施行しているか、又、成功しているかどうか

をきちんとデータを出して議論をしなくてはいけないと思います。 

今おっしゃっていた静脈路確保にしても今、県救急医療センターに

薬剤投与の病院実習に来ている救命士は内科の外来の患者さんにどん

どんやらせて貰ってかなり増えました。ですから今は薬剤投与の実習

の間しか施行してはいけないようなことを言われているのです。 

その後の病院実習でやはり気管挿管や静脈路確保を是非とも進めて

いただければと平澤先生に伺いたいと思っていたのです。 

 誤解の無いように言っておきますが、救命士が施行する３つの特定

行為は全て平澤班で決めたわけではありません。気管挿管のことを決

めたのです。 

ですから静脈路確保はそれ以前に決まっていたのですが、考えて見

ますと静脈路確保をしても今は急速輸液療法も出来ないのです。やっ

と静脈路確保が出来た人に急速に落としてはいけないのであまり意味

がないのです。 

 その辺のところも一度親委員会に提示して千葉市は先進的に意味の

無い静脈路確保は原則として実施しないようなことを決めても良いと

思うのです。 

なるほど、そちら側からアピールするのですね。数が少ないことを

実施しても意味がないですよね。 

話が大分変わって来ましたが、元に戻していただければと思います。 

静脈路確保もやはりどういう意味かは検証をしている医師は最初か

ら解りませんでした。 

 しかし、この記載要領は総務省消防庁のものに近いですよね。これ

も解りやすいように変えましょう。 

 参考のインデックスに消防庁のものがありますが、そこの静脈路確

保の欄の方がすっきりしています。この様な形にすれば良いと思いま

す。 

 検証を始めた頃に聞いたことがあるのですが、静脈路確保の実施に

チェックした場合は、成功した意味合いなのです。下の中止・未実施

の欄は上の項目の未実施・中止の理由を記入させるためにどうも作成

した項目らしいのです。しかし実際に記入している人達は、その様な

記入の仕方をしていなかったのです。だからこの検証票を読んでいる



 20 

 

 

赤石部会員 

 

 

 

 

亀山主査 

 

 

 

 

 

 

 

 

貞広医師 

 

亀山主査 

 

 

 

 

貞広医師 

亀山主査 

 

貞広医師 

 

 

亀山主査 

 

 

 

 

 

新田部会員 

 

亀山主査 

検証医師は何の事だかさっぱりわからない状況になってしまったので

す。 

 結局、実施・未実施の理由を書けという意味ですね。 

 では、実施・未実施・中止というチェックボックスを３つ記載して

ある下にチェックをつけ、例えば状況という欄にこの様な理由で静脈

路確保をしなかった又実施した或いは滴下良好などと記載すれば良い

ですね。 

 わかりました。静脈路確保に関しては今ご指摘がありましたとおり、

実施・未実施、特に未実施の中止理由を明示する形で整理させていた

だきます。 

 続きまして活動時間経過及び連携活動状況についての必要項目をご

説明させていただきます。まず時系列をご覧ください。現状に加え

C P A でしたら C P R 開始時刻、更に傷病者を車内に収容した時刻を追

加した項目でよいかと思います。また連携活動状況ですが、現状は連

携隊の有無及び隊の種類のみの記載項目となっておりますことから、

連携活動内容の記載項目を追加すべきと判断します。 

 ２隊出動して覚知と現場到着がずれるような場合はどういう記載に

なるのですか。 

はい。現状は搬送救急隊が一括して検証票を作成しており、この下

段にあります観察・処置判断経過欄に記載しております。なお後着隊

の時間経過については、現場要請の場合はその要請した時刻、同時出

動の場合は覚知時刻が同じでありますから記載を要しません。また現

場到着時間についても本欄に記載しております。 

 この欄はこのままで変えないのですね。 

 はい。レイアウトは変更しようと思いますし時系列項目も先にお話

した内容としたいと思います。 

 もう一点は、接触と C P R の開始時刻はずれる場合はありますか。 

 ウツタインを付けているので必ず聞くのですが、ずれていることが

無いので、あまりこれに加える意味は有るのかと思いました。 

 はい。確かにほぼ変わらないと思いますが、救急現場は様々な環境

下で活動展開しなくてはならず、時に交通事故でしたら救出に時間を

要したり、またトイレ等狭隘な場所で傷病者が意識消失していた場合、

更には浴槽内で意識消失していた場合に、接触しまずは救出、そして

処置施行可能場所まで傷病者を移動したりすることがございますので

必要と判断しました。 

 現場滞在時間というのは、現場到着から現場出発で解るのではない

ですか。 

 はい。そうです。検証を行う上で時系列から活動展開を考察するこ
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とは必要であり一目で理解するようにすべきかと判断しました。 

 いかがでしょうか。前から良く言っている覚知と入電の時刻という

のが指令センターのデータを見ていますと、どちらが本当に必要なの

かということです。覚知というのは、確か指令の時間ですよね。 

 はい。 

 ですから１１９番通報した人から入電があった時間というのが本当

は知りたい時間なのかと思うのです。この段階ではどちらでも良いで

すか。 

 出動時間はいらない様な気がします。 

 ウツタインで必要な時間というのは、傷病者が発生してから救命の

連鎖を発動してそれまでの時間が解れば良いのです。だとしたら大き

な消防の組織であれば当然覚知してから消防署の救急隊に伝わって出

動するのに時間のロスが有ると思います。それはそれで良いのですが、

出動ではなくて救命の連鎖に入った時間が解れば良い気がするので

す。 

 本当は入電時間の方が良いのではないですか。ウツタインだったら

本当は入電時間ですよ。 

 入電、覚知、出動のどれかが解れば良いですか。 

 出動時刻はいらないのではないですか。 

 入電か覚知のどちらかがあれば良いですか。 

 要するに消防が１１９番を受けた時間が解って、患者さんから情報

を受けてから、現場到着するまでにどれ位の時間が掛かっているのか

が解れば良いのではないですか。 

 つまり傷病者が発生してから実際に C P R が開始するまでの時間が

解れば良いのではないかと思います。 

 指令センターで見ている限りでは、入電から覚知というのは１分位

なのです。実際に自分で聞いてみて指令管制員の方がいろいろな情報

を聞いていることから、かなり時間が掛かっているものもありますよ

ね。 

 はい、その件に関しましては、当局は平成１１年から総合情報シス

テムを導入しており、数秒以内で通報場所をディスプレイできる機能

を有しています。このことから、指令管制員は情報を聴取しているこ

とと並行して、緊急車両を出動させておりますので、通報会話終了後

に出動を下命しているわけではございませんので、ご了承願います。 

 今までどおりの覚知と言うことでよろしいのですか。消防局として

もその方がやりやすいですね。 

 はい。覚知時刻でお願いします。 

 それでは出動時刻は削除することでよろしいでしょうか。 
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 はい、では出動時刻は削除いたします。それと、接触時刻はウツタ

インでは、補足データとなっておりますが、ＣＰＲ開始時刻のみでよ

ろしいですか。またＣＰＡ以外の検証対象症例となりますと、接触時

刻が必要かと思います。  

 現場到着から接触まで１０分位掛かる場合もあります。時間経過に

関して足りないのは、車内収容時刻ですが、それが解ればよろしいで

すよね。 

C P R 開始時間は他のデータからも解るのですが、一目で解るように

という配慮ですね。 

 よろしければ次に進みたいと思います。事務局よろしくお願いしま

す。 

 それでは、次に常駐医師との連携内容で、指示・指導等の必要項目 

につきましてご説明させていただきます。 

 本項目での必要事項は、オンラインメディカルコントロールの経過 

内容全般を記載することにあると思われます。このことから、現状の 

項目として、指示・指導・助言医師名、時刻、ＯＭＣを受けられなか 

った、若しくは未実施理由、更には指示・指導等の内容、救急隊員が 

指示・指導を受け施行した処置の結果内容は、必要項目であると思わ 

れます。またここに救急隊員からの指示・指導等の要請内容を加えれ 

ば、ＯＭＣ経過の流れが把握できるものと思われます。 

 これは３つに縦割りになるという意味ですか。 

 はい。経過の流れは、救急隊員からの指示・指導等の要請内容、次

に常駐医師からの指示・指導内容、そして救急隊員がその指示・指導

等に基づき施行した処置についての結果報告内容であると思います。 

 これは、検証票なので救急隊が常駐医師とのやり取りの内容を常駐

医師に報告しなければいけなかった事をしたかどうかが検証です。 

 施行した内容は下の経過の欄に書かれるので、常駐医師に報告した

かどうかということまで、我々検証医師が検証した方が良いですか。 

 これは３つに分けないで、指示等の区分欄にチェックボックスを作

成し、指示なのか要請なのかその時の状態なのか報告なのかを３つの

区分にして、その時の時系列を縦にしたらすっきりしませんか。 

 例えば、最初の欄に何時何分に救急隊員からこういう指示要請を出

した。要請なら要請というチェックボックスに付けて置き、こういう

要請をした。そして次の段に何時何分にこういう指示が出た、その質

疑のところに状況なら状況でも良いし、チェックボックスを付けてそ

れを施行した結果、結果はこの様になったというので行えば、この欄

がもう少し広く使えると思います。 

 ３項目を生かすにしても、今、赤石先生がおっしゃった様な形式が
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良さそうですね。形式上の欄の使い方は。その前のディスカッション

として、どうですか。項目はいらないですか。  

 多分、２回目以降の指示は、報告と同時に次の処置の指示を貰う事

になりますので、逆に区分を付けることが難しくなってしまう可能性

が高いと思います。ですからこの様な区分は無くしてしまうという手

段もあるかもしれません。 

 確かに何処かに区分を入れるか悩むよりは、区分などはどうでも良

いから、内容を記載した方がわかりやすいでしょうか。 

 検証をしていて一番不便なのは時間経過がばらばらに書かれている

ことです。いつも見直すのですが、１枚目の収容交渉開始時刻と２枚

目の出動をみて、それから下の観察・処置判断の経過をみて、ものす

ごく時間を追って行き、どういう状況になっていったかを自分の頭の

中で整理しているのですが、私は今話していることは要らないと思い

ます。ただ一番下の観察・処置判断の経過を１ページで良いから沢山

記入できたら良いと思います。 

インデックスの参考で札幌市の救急救命処置等時系列のように、時

刻を書いて、観察・処置・その他の時間を記入して、とにかく一つに

まとめてほしいというのが個人的な意見です。 

 丹野先生が今おっしゃっていたことは、皆さんもそうだと思います。

実は私も思っていました。病院交渉開始時刻と収容病院決定時刻が最

初のページにあり、この救急活動時間経過が分離されているのがとて

もストレスで全部一緒にまとめた方が良いと言っていた人が多分いる

と思います。 

 更にこの観察・処置・判断の経過が沢山記入してあると理解が大変

です。 

 それから、我々が指令センターで記載している常駐医師傷病者情報

記録票はどうなっているのですか。実は、今まであの用紙が検証票だ

と思っていたのです。 

 あの用紙はまだ生かされていないのです。 

 あの常駐医師傷病者情報記録票は、常駐医師の業務内容を把握する

ための、統計等のために必要な用紙です。 

 事後検証とはまったくリンクされていないので、本当はリンクさせ

ないといけないのです。常駐医師の問題は次のステップで出てくると

思うのですが、これからその様なデータ全体のまとめ方も必要になっ

てくると思います。 

 一番解りやすい時間経過ごとに文章で記入した方が解りやすいで

す。 

 どうでしょうか。 
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今の丹野先生の意見を取り入れると、せっかく作ってくださったこ

の３種類の時系列に入力する欄がほとんど無くなりますね。 

 ただこの意識・呼吸・脈拍・E C G くらいあっても良いと思います。

血圧などは基本的に横と同じことを記載してあります。これだけのス

ペースを取るくらいなら、時系列で並べて書いていただいた方がはる

かにわかりやすいです。 

 私のイメージとしては麻酔科で使用している記録表のようなものを

想像していました。重要な箇所に吹き出しがあり、そこだけ詳細に記

入出来るような形が良い様な気がします。 

 確かに形式というのは時刻が決まっているものに関しては有力な感

じですが、何時何分に何が起こるかわからないです。それでしたら、

これが本当に詳細に記入しなくては行けません。そうすると無駄が多

すぎるということですか。 

 何か良いアイディアがあればよろしくお願いします。 

 少なくとも指示・指導経過の時間が縦で、その下の観察は横という

のはおかしいと思います。私達が今、指令センターで記入している常

駐医師傷病者記録票は、その下に何々を指示・指導・助言内容を記載

します。  

しばらくすると救急隊から再度連絡が入り救急隊の処置実施結果が

入って下の欄がもう少し縦に長くなっていると思うので、例えば経過

時刻の意識の上の段に指示・指導・助言という項目を設けて指示・指

導・助言なのか又は無しなのかをチェックするボックスがあれば施行

したかかどうか入力するだけです。詳細に書きたかったらもう一つボ

ックスを付けて置けば良いと思います。 

その細かい事を知りたければ逆に僕らが指令センターで記載してい

る医師傷病者情報記録票を後で見ていただければ良いと思います。い

ずれにしろ時間経過の欄が縦になったり横になったりはあり得ないで

す。看護記録や経過表を作るのであれば、横だったら横です。 

 そうすると最初の覚知から救急車が現場到着して、それから接触し

観察の血圧などを全部時間経過の軸でわかるようなものが本当は出来

ると良いですよね。だんだんイメージが付いて来ました。 

 要するに救急のコースで実施しているシナリオベースで時系列の流

れ的なもので良いのですね。確かにあれの方がわかりやすいです。 

 必要な箇所だけ別枠に記入すると言うことで良いと思います。 

 あとで救急コースのサンプルがありますので事務局あてに送ります

よ。 

 ありがとうございます。参考とさせていただきます。 

 それでは、本項目ですが、救急隊からの指示・指導・助言要請内容 
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と時間経過、及び常駐医師、正確にはオンラインメディカルコントロ 

ールを受けた医師名でよろしいですか。 

はい結構です。 

 それでは、次に薬剤投与を施行した場合の検証必要項目についてご 

説明させていただきます。 

 この薬剤投与の検証用紙は、救急救命士が薬剤投与（アドレナリン） 

の施行が可能となった平成１８年４月から新たに追加したものであり 

ます。 

 薬剤投与に関しては、他の特定行為と相違する点は、指示医師と継 

続した会話状態を維持し、アドレナリンを投与することとなっており 

ますことから、その経過を記載する意味も含めまして、このような詳 

細な内容となっております。しかしながら、除細動、静脈路確保、更 

には時間経過等、従来の検証票と重複している箇所が多々ありますこ 

とから、次の項目を必須項目として選択してみました。資料２－２、 

ナンバー２をご覧ください。 

 ここに朱書きとしている項目が、薬剤投与に関する必要と思われる 

８項目であります。なお薬剤投与経路は、現在経静脈に限定されてお 

りますが、投与経路は、肝要なことからあえて必要項目といたしまし 

た。 

 ありがとうございます。 

 この薬剤投与の用紙が作成された意味は毎回医師の O M C が必要で

あるということからです。 

 先ほど意見のでたアイディアがうまく行けばこの別添の薬剤投与の

用紙はいらなくなりますね。 

 事故現場というのは事故でないところでも投与します。何で事故現

場と記載してあるのですか。 

 はい。薬剤投与施行場所は、本プロトコール上では、まず事故現場

で初回投与まで、その後は速やかに救急車内に収容し、５分毎ごとに

投与可能としてありますことから、投与可能場所として、事故現場、

言わば傷病者が居る場所、又は救急車内の２箇所としております。 

 患者さんの処置経過について意識(JC S )・呼吸・脈拍・心電図波形・

血圧・瞳孔・体温と記載してありますが、これ全部毎回記入するので

すか。 

 はい。現状は、薬剤投与施行後、更には傷病者変化が確認された場

合に、観察結果を記入しております。 

 これを別途こういう形にするか、先ほどのおっしゃっていたもので

行くと一覧にこの項目が全部入ればそれが望ましいと言うことです

ね。 
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 一覧ではなく、別枠を使わないと記入できません。 

 どうでしょうか。 

この検証票を見れば見るほど悩ましい事が出て来ると思います。 

ただ先ほど赤石先生が何処を全部埋めるのかをおっしゃっていまし

たが、この検証票を見ていますと必要のない項目が沢山あるのです。

S po2 や体温などは何処かで１回測れば良いのです。S po2 などは

C P R の時は関係がありません。その辺の事を踏まえて時系列的に何か

作成できれば良いと思います。 

それから皆さんから話がでませんでしたが、E C G 整・不整という

チェック項目が表の用紙にあったのですが、いったい何のことだか解

りませんでした。この辺の表現も分けるために仕方が無くて実施して

いるのがよくわかります。これも何か考えなければいけません。 

 それから、瞳孔の観察も１回すれば良いと思うし、或いは C P R が

成功したらもう１回観察して、縮瞳や散大などを確認するなどです。

何かその辺の使い方もしっかり考えた検証票に出来ないものか以前か

ら思っていました。 

 観察項目をチェックにして予め出来ている欄に書き込むのではな

く、自分で記載して貰えば良い様な気がします。 

 そうすると項目として例えば毎回必須観察項目と適宜必要観察項目

の様に分けてリストアップしてから自分で書いて行く形でしょうか。 

 その方がスペース的には無駄が無いし、毎回わざわざ書く必要は無

いと思います。 

 そうすると小スペースになるので先ほどの時系列に入れようとすれ

ば入ると思います。 

つまり救命士の行う特定行為をどういう方法で施行したかという適

応の欄に書いていただければわかりやすくなると思います。 

 これは薬剤投与実施者の氏名は入れなくてはいけないものですか。 

 薬剤投与実施者の氏名ですが、確かに救命士２名が乗車している場

合があると思いますが、我々の検証というのは、その行為自体が適切

に行われたかというのを誰というところまで特定しながら検証をした

方が良いのですか。それが無ければ別に氏名は入れる必要は無いと思

います。 

 はい。今回の必要項目のご説明の冒頭に、お話いたしましたが、今

後は救急隊員氏名欄に薬剤投与認定の有無を記入しますことから必要

は無いと思われ、施行者が誰であるのかは、確かに二次検証には必要

ないかも知れません。しかしながら所属、一次検証で隊の活動概要に

ついての検証の際、隊長、隊員、更には救命士としてのそれぞれの役

割と申しましょうか、隊全体の隊員間の連携、更には特に救急救命士
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は、その名を用いて医師の指示の下に、救命処置を施行することとな

っていることから、責任を持ち業務を遂行する義務があるのではない

でしょうか。 

 私は基本的には時系列的な流れが良くわかるようなところを検証に

して、その他として救急業務実施報告書がありますので、それを付け

ていただき必要なら検証医師がそれを見れば良いと思います。全体的

としてはこの様な流れで詳しく書いていただき、悪いところだけは別

紙に書いていただくというのが良いと思います。 

何か斬新なアイディアが必要です。是非とも事務局から斬新のアイ

ディアを考えていただければと思います。 

 先日、他の地域の研修会に参加したのですが、いろいろな話をした

時に思ったのですが、やはり以前から言っておりますが事後検証に関

して千葉市のメディカルコントロール協議会の方が一番真剣に実施し

ているのです。救急隊にフィードバックし直してあげようとする意味

での事後検証です。 

他の地域はかなり形式的なものが多くなっていますのであまり参考

にならないと思います。 

 そう言う意味では、中村部会長がおっしゃっていた様に、さすが千

葉市消防局で実施している斬新な検証票を作成していただいた方がそ

の目的には合致すると思います。 

 基本的なウツタイン等を典型とするコアデータ、特に数値化出来る

データはコンピューターに保存して全例チェック出来る体制も作らな

くてはいけないと思います。 

 私達は現実的にはデジタルではなくアナログ的なことをしっかりと

見て行く様な形をとって行った方が良いと思います。理想論かも知れ

ませんが、今平澤先生がおっしゃっていた形のものを何とかこの事後

検証に関する専門部会で作成して行きたいと思います。 

 わかりました。 

先ほど赤石先生より救急コースのサンプルをいただけると言うこと

なのでそれも参考とさせていただきレイアウトを作成して見ます。 

項目出しとしてはある程度、現行の検証票をベースにして作成し、

また、本日検討していただきましたものを補ったうえで試行錯誤して

またご提示させていただければとこの様に思います。 

 よろしいですか。 

 次のステップになりますが、１２月・１月・２月・３月まで２０か

ら３０例位かも知れませんがデータを見て必要な項目表現の仕方をも

う一度考えるしかないです。 

 取りあえず１２月分は今現在の検証票で行なうのですよね。 
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 はい、２月に先生方のお手元に届きますのでよろしくお願いします。 

 大変ですがよろしくお願いします。 

次の説明をお願いします。 

 はい。それでは、最後に、救急隊員の施行した観察・処置判断経過

についての必要項目をご説明させていただきます。現状の項目は、バ

イタルサインの測定結果を時系列ごとに記入するタイプとなっており

ますが、本項目で一番大切な項目といいましょうか記載事項は、救急

隊員が傷病者観察結果に基づき、どのような処置判断をし、処置を施

行したのか。そしてその結果がどうであったのか、正に検証の中枢で

あると言って過言ではないと思います。このことから、時系列ごとに

バイタルサイン等の観察結果、判断、処置経過が記載できる票とした

いと思います。 

 はい、ありがとうございます。 

 先ほど言いましたが常駐医師傷病者情報記録票も実は構想に入れて

行って良いと思います。また、何年か後の検討事項となると思います

が、何処かでリンクさせないといけないという気がします。 

次回の本部会において今一度時系列に沿って尚且つ必要な事項が集

約してできるという基本ベースをある程度作成して、次回ご提示させ

ていただきますのでよろしいでしょうか。 

 はい、それから外傷データの検証を来月から始めるので、外傷の検

証に必要な項目がありましたら、出していただいて良いと思います。 

また、これから皆さんで考えていかなくてはいません。 

 はい、これで本日の議題は終了となりますが、よろしいでしょうか。

異議なし 

 それでは、事務局お願いします。 

 はい、ありがとうございました。 

 その他ということで、次回の専門部会の開催予定ですが、皆様方の

お手元の資料には、４月下旬と記載してありますが、５月の中旬を目

途に計画をしていきたいと思っていますので、その際に日程調整表を

FA X 送信させていただきますので回報をよろしくお願いします。 

以上で平成１９年度第３回事後検証に関する専門部会を終了させて 

いただきます。本日は長時間ありがとうございました。  

 平成２０年１月２３日開催の、平成１９年度第３回千葉市消防局救急業務検討委員会

「事後検証に関する専門部会」の議事録として承認し署名する。 
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